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(57)【要約】
【課題】下から見上げられる架設部の底面の意匠性を向
上することができるとともに、その架設部の底面に対し
簡単に波板鋼板等の仕上げ材を取り付けることができる
架設部支持構造を提供する。
【解決手段】第１躯体１側から張り出された架設部３の
先端側の被支持部３１が、第２躯体２側から張り出され
た受部２３上に滑り支承４を介して支持される架設部支
持構造であって、被支持部３１と受部２３とそれらの間
に介在する滑り支承４とで構成される滑り支承部Sにお
いて、架設部３において張り出し方向Ｘに延びる主梁３
２が配置される高さ領域に少なくとも滑り支承４が配置
されるように、被支持部３１及び受部２３の夫々の高さ
寸法と高さ位置とが設定される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１躯体側から張り出された架設部の先端側の被支持部が、第２躯体側から張り出され
た受部上に滑り支承を介して支持される架設部支持構造であって、
　前記被支持部と前記受部とそれらの間に介在する前記滑り支承とで構成される滑り支承
部において、前記架設部において張り出し方向に延びる主梁が配置される高さ領域に少な
くとも前記滑り支承が配置されるように、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と
高さ位置とが設定される架設部支持構造。
【請求項２】
　前記滑り支承部において、前記主梁が配置される高さ領域に前記受部も配置されるよう
に、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と高さ位置とが設定される請求項１記載
の架設部支持構造。
【請求項３】
　前記滑り支承部の全体又は略全体が、前記主梁が配置される高さ領域に配置されるよう
に、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と高さ位置とが設定される請求項２記載
の架設部支持構造。
【請求項４】
　前記被支持部が、前記架設部の先端側において平面視で前記主梁に交差する交差方向に
延びて前記主梁に接続される被支持梁にて構成され、当該被支持梁が、前記主梁の略半分
以下の梁成に設定されて前記主梁の略上半分が配置される高さ領域に配置され、
　前記受部が、前記第２躯体側から張り出された受梁にて構成され、当該受梁が、前記主
梁の略半分以下の梁成に設定されて前記主梁の略下半分が配置される高さ領域に配置され
る請求項３記載の架設部支持構造。
【請求項５】
　前記滑り支承部が、前記架設部の前記主梁を含まずに構成されて前記主梁の近傍位置に
配置される請求項１～４のいずれか１項に記載の架設部支持構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１躯体側から張り出された架設部の先端側の被支持部が、第２躯体側から
張り出された受部上に滑り支承を介して支持される架設部支持構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（図６等）には、この種の架設部支持構造として、第１躯体（建物ｂ）側か
ら張り出された架設部（架設体ｄ）の先端側の被支持部（架設体側連結部ｆ）が、第２躯
体（建物ａ）側から張り出された受部（建物側連結部ｅ）上に滑り支承を介して支持する
架設部設置構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３２９３００８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１記載の架設部設置構造では、架設部の先端側の被支持部が、架設部の他の部
位と同じ高さ寸法に構成され、受部及び滑り支承が架設部よりも低い位置に配置されてい
る。そのため、被支持部と受部とそれらの間に介在する滑り支承とで構成される滑り支承
部が、架設部の底面から下方に大きく出っ張ることになり、下から見上げられる架設部の
底面の意匠性が低下するとともに、その架設部の底面に対し波板鋼板等の仕上げ材を取り
付けるのが難しいという問題がある。
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【０００５】
　この実情に鑑み、本発明の主たる課題は、下から見上げられる架設部の底面の意匠性を
向上することができるとともに、その架設部の底面に対し簡単に波板鋼板等の仕上げ材を
取り付けることができる架設部支持構造を提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１特徴構成は、第１躯体側から張り出された架設部の先端側の被支持部が、
第２躯体側から張り出された受部上に滑り支承を介して支持される架設部支持構造であっ
て、
　前記被支持部と前記受部とそれらの間に介在する前記滑り支承とで構成される滑り支承
部において、前記架設部において張り出し方向に延びる主梁が配置される高さ領域に少な
くとも前記滑り支承が配置されるように、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と
高さ位置とが設定される点にある。
【０００７】
　本構成によれば、被支持部及び受部の夫々の高さ寸法と高さ位置の設定により、滑り支
承部が、架設部の主梁が配置される高さ領域に少なくとも滑り支承が配置される高さ位置
（上方側に変位させた高さ位置）に配置されるので、その分、架設部の底面において滑り
支承部が主梁よりも下方に出っ張ることを抑制することができる。
　よって、下から見上げられる架設部の底面の意匠性を向上することができるとともに、
その架設部の底面に対し簡単に波板鋼板等の仕上げ材を取り付けることができる。
【０００８】
　本発明の第２特徴構成は、前記滑り支承部において、前記主梁が配置される高さ領域に
前記受部も配置されるように、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と高さ位置と
が設定される点にある。
【０００９】
　本構成によれば、被支持部及び受部の夫々の高さ寸法と高さ位置の設定により、滑り支
承部が、架設部の主梁が配置される高さ領域に滑り支承の下方の受部も配置される高さ位
置（更に上方側に変位させた高さ位置）に配置されるので、その分、架設部の底面におい
て滑り支承部が主梁よりも下方に出っ張ることを更に抑制することができる。
【００１０】
　本発明の第３特徴構成は、前記滑り支承部の全体又は略全体が、前記主梁が配置される
高さ領域に配置されるように、前記被支持部及び前記受部の夫々の高さ寸法と高さ位置と
が設定される点にある。
【００１１】
　本構成によれば、被支持部及び受部の夫々の高さ寸法と高さ位置の設定により、滑り支
承部の全体又は略全体が架設部の主梁の高さ領域に配置されるので、架設部の底面におい
て滑り支承部が主梁よりも下方に出っ張ることを無くす又は略無くすことができる。
　よって、下から見上げられる架設部の底面の意匠性を大きく向上することができるとと
もに、その架設部の底面に対し極めて簡単に波板鋼板等の仕上げ材を取り付けることがで
きる。
【００１２】
　本発明の第４特徴構成は、前記被支持部が、前記架設部の先端側において平面視で前記
主梁に交差する交差方向に延びて前記主梁に接続される被支持梁にて構成され、当該被支
持梁が、前記主梁の略半分以下の梁成に設定されて前記主梁の略上半分が配置される高さ
領域に配置され、
　前記受部が、前記第２躯体側から張り出された受梁にて構成され、当該受梁が、前記主
梁の略半分以下の梁成に設定されて前記主梁の略下半分が配置される高さ領域に配置され
る点にある。
【００１３】
　本構成によれば、被支持部としての被支持梁を主梁の略上半分が配置される高さ領域に
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配置し、受部としての受梁を主梁の略下半分が配置される高さ領域に配置することにより
、被支持部と受部とそれらの間に介在する滑り支承とで構成される滑り支承部の全体又は
略全体を、架設部の主梁が配置される高さ領域に適切に配置することできる。
【００１４】
　本発明の第５特徴構成は、前記滑り支承部が、前記架設部の前記主梁を含まずに構成さ
れて前記主梁の近傍位置に配置される点にある。
【００１５】
　本構成によれば、滑り支承部が架設部の主梁を含まずに構成されるので、主梁の耐力を
落とすことなく、滑り支承部を、架設部の主梁が配置される高さ領域に少なくとも滑り支
承が配置される高さ位置に配置することができる。
　しかも、滑り支承部が主梁の近傍位置に配置されるので、滑り支承部の支持力を、架設
部の主要な構造体である主梁に良好に伝達させることができ、架設部の先端側を滑り支承
部にて適切に支持することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１建物及び第２建物の要部の梁伏図
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線断面図
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図
【図４】図１のＩＶ－ＩＶ線断面図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の架設部設置構造の実施形態について図面に基づいて説明する。
　図１、図２に示すように、架設部支持構造は、第１躯体１側から張り出された架設部３
の先端側の被支持梁３１（被支持部の一例）が、第２躯体２側から張り出された受梁２３
（受部の一例）上に滑り支承４を介して支持されるもので、地震時等における第１躯体１
と第２躯体２の挙動の違いを滑り支承４にて吸収しながら架設部３を支持することができ
る。
【００１８】
　図１に示すように、第１躯体１は、複数層を有する第１建物Ｂ１の骨組を構成するもの
で、柱１１や梁１２、床スラブ（図示省略）、架設部３等から構成される。第２躯体２は
、複数層を有して第１建物Ｂ１と間隔を空けて構築される第２建物Ｂ２の骨組を構成する
もので、柱２１や梁２２、受梁２３、床スラブ２４（図２～図４参照）等から構成される
。
【００１９】
　架設部３は、第１躯体１の所定階から張り出して第２躯体２の所定階にエクスパンショ
ンジョイント（図示省略）を介して接続されるものとして構成される。図示例では、架設
部３は、渡り廊下の床の骨組を構成する床構成部位３Ａと、その床構成部位３Ａの廊下幅
方向（図１中のＸ方向）の両外側に配置されて下階に対する屋根の骨組を構成する屋根構
成部位３Ｂとを有するものを例示している。架設部３は、梁成や高さ位置の異なる複数種
の梁３１～３４や床材３５（図２参照）、屋根材３６（図３、図４参照）等から構成され
る。
【００２０】
　架設部３には、平面視でＹ方向（架設部３の張り出し方向）に沿って延びる複数本の主
梁３２が備えられる。複数本の主梁３２は、平面視でＹ方向に直交するＸ方向（張り出し
方向に交差する交差方向）に間隔を空けて配置される。複数本の主梁３２は、基端部が第
１躯体１のＸ方向に沿う梁（大梁）１２の外側面に溶接やボルト等で接合される。主梁３
２の梁成（高さ寸法）Ｈ３２は、架設部３の複数種の梁３１～３４のうちで最も大きく設
定される。
【００２１】
　架設部３の床構成部位３Ａ及び屋根構成部位３Ｂの先端側には、平面視でＸ方向に沿っ
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て延びて複数本の主梁３２の先端部に接合手段で溶接やボルト等で接合される被支持梁３
１が備えられる。図２～図４に示すように、被支持梁３１は、その梁成Ｈ３１が主梁３２
の梁成Ｈ３２よりも小さく設定され、架設部３の床構成部位３Ａ及び屋根構成部位３Ｂの
高位側（上方側）に配置される。
【００２２】
　図１に戻り、架設部３の床構成部位３Ａには、平面視でＸ方向やＹ方向に沿って延びて
主梁３２や被支持梁３１や第１躯体１のＸ方向に沿う梁（大梁）１２に溶接やボルト等で
接合される複数本の床支持梁３３が備えられる。図示は省略するが、複数本の床支持梁３
３は、その梁成が主梁３２の梁成Ｈ３２よりも小さく設定され、架設部３の床構成部位３
Ａの高位側（上方側）に配置される。そして、当該床支持梁３３の上部にコンクリート製
等の床材３５（図４参照）が支持される。
【００２３】
　架設部３の屋根構成部位３Ｂには、平面視でＸ方向やＹ方向に沿って延びて主梁３２や
被支持梁３１や第１躯体１のＸ方向に沿う梁（大梁）１２に接続される複数本の屋根支持
梁３４が備えられる。図４に示すように、複数本の屋根支持梁３４は、その梁成Ｈ３４が
主梁３２の梁成Ｈ３２よりも小さく設定され、架設部３の屋根構成部位３Ｂの低位側（下
方側）に配置される。そして、当該屋根支持梁３４の下部に折版屋根等の屋根材３６が支
持される。
【００２４】
　図１、図２に示すように、第２躯体２側から張り出された複数本の受梁２３は、基端部
が第２躯体２のＸ方向に沿う梁２２の外側面等に接合されて第１躯体１側に延びる片持ち
梁として構成され、平面視でＸ方向に設定配置間隔を空けて配置される。受梁２３の設定
配置間隔は、第２躯体２の柱２１の配置間隔よりも小で、架設部３の主梁３２の配置間隔
と同等に設定される。また、受梁２３は、第２躯体２のＹ方向に沿う梁２２に連続するよ
うに配置される。
【００２５】
　そして、図１、図２に示すように、受梁２３の長さ方向の中間部の上面に滑り支承４が
設置され、その滑り支承４の上に架設部３の被支持梁３１が載置される。滑り支承４は、
受梁２３の上面に取り付けられる滑り材と、被支持梁３１の下面側のベースプレート３１
ａの下面に取り付けられた滑り板等を備えて構成され、受梁２３と被支持梁３１の水平方
向の滑動を許容するようになっている。
【００２６】
　被支持梁３１と受梁２３とそれらの間に介在する滑り支承４とで構成される滑り支承部
Ｓは、架設部３の主梁３２を含まずに構成され、夫々の主梁３２の近傍位置に配置される
。各滑り支承部Ｓは、各主梁３２に対して架設部３の横幅方向（Ｘ方向）の中央側（内側
）で隣接する位置に配置される。
【００２７】
　被支持梁３１と受梁２３とそれらの間に介在する滑り支承４とで構成される滑り支承部
Ｓにおいて、架設部３の主梁３２が配置される高さ領域（主梁３２の梁成Ｈ３２が存在す
る高さ領域）に被支持梁３１と滑り支承４と受梁２３が配置されるように、被支持梁３１
及び受梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３（高さ寸法）と高さ位置とが設定される。本実
施形態では、滑り支承部Ｓの略全体（全体又は略全体の一例）が、主梁３２が配置される
高さ領域に配置されるように、被支持梁３１及び受梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３（
高さ寸法）と高さ位置とが設定される。
【００２８】
　具体的には、被支持梁３１は、それの梁成Ｈ３１が主梁３２の梁成Ｈ３２の略半分（略
半分以下の一例）に設定されて主梁３２の略上半分の高さ領域に配置される。また、受梁
２３は、それの梁成Ｈ２３が滑り支承４の厚み寸法（高さ寸法）を考慮して主梁３２の半
分よりも若干小さな寸法（略半分以下の一例）に設定されて主梁３２の略下半分の高さ領
域に配置される。
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【００２９】
　このように被支持梁３１及び受梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３と高さ位置とが設定
されることで、滑り支承部Ｓは、架設部３の主梁３２の高さ領域から屋根材３６の取り付
けに略影響しない僅かな範囲で下方にはみ出すものの、略全体が架設部３の主梁３２が配
置される高さ領域に配置される。
　そのため、架設部３の底面において滑り支承部Ｓが主梁３２よりも下方に出っ張ること
を略無くすことができ、主梁３２や屋根支持梁３４の下部に支持される屋根材３６を滑り
支承部Ｓに邪魔されることなく簡単且つ意匠性良く設置することができる。
【００３０】
　なお、架設部３の主梁３２の高さ領域から滑り支承部Ｓが全く下方にはみ出さないよう
に、主梁３２の高さ領域の一部領域に滑り支承部Ｓの全体が配置されるようにしてもよい
。ちなみに、図示例では、滑り支承部Ｓは、第２躯体２の梁２２の全体と同じ高さ寸法で
同じ高さ位置に配置される。
【００３１】
　受梁２３の先端部には、被支持梁３１の脱落を防止するためのストッパー２３ａが備え
られる。当該ストッパー２３Ａは、受梁２３の先端部の上面に接合された鉄骨部材から構
成される。また、受梁２３の基端部と第２躯体２の梁２２との接合部、被支持梁３１の滑
り支承４の直上部位、受梁２３のストッパー２３Ａの直下部位には、鉛直姿勢や水平姿勢
のリブやプレート等の鉄骨製の補強部材Ｒ１が備えられる。
【００３２】
　ちなみに、図３に示すように、被支持梁３１は、架設部３の横幅方向（Ｘ方向）の外側
の主梁３２の先端部に対しては、その側面における略上半分にガゼットプレート３２ａに
よるボルト接合や溶接接合等により接合される。被支持梁３１と主梁３２との接合部には
、鉄骨製のリブやプレート等の適宜の補強部材Ｒ２が備えられる。
【００３３】
　また、図４に示すように、被支持梁３１は架設部３の高位側（上方側）に配置され、屋
根支持梁３４は架設部３の屋根構成部位３Ｂの低位側（下方側）に配置されるので、被支
持梁３１の下部には、鉛直姿勢や水平姿勢のプレート等の鉄骨部材で構成されて下向きに
突出する接続ブラケット３１Ａが備えられ、その接続ブラケット３１Ａに屋根支持梁３４
が接合される。この接続ブラケット３１Ａには、ガゼットプレート３１ｂが備えられ、屋
根支持梁３４は、当該ガゼットプレート３１ｂによるボルト接合により被支持梁３１に接
合される。
【００３４】
〔別実施形態〕
　本発明の他の実施形態について説明する。尚、以下に説明する各実施形態の構成は、そ
れぞれ単独で適用することに限らず、他の実施形態の構成と組み合わせて適用することも
可能である。
【００３５】
（１）前述の実施形態では、滑り支承部Ｓにおいて、架設部３の主梁３２が配置される高
さ領域に被支持梁３１と滑り支承４と受梁２３が配置されるように、被支持梁３１及び受
梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３と高さ位置とが設定される場合を例に示したが、架設
部３の主梁３２が配置される高さ領域に少なくとも滑り支承４が配置されるように、被支
持梁３１及び受梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３（高さ寸法）と高さ位置とが設定され
てもよく、更には、架設部３の主梁３２が配置される高さ領域に少なくとも滑り支承４及
び受梁２３が配置されるように、被支持梁３１及び受梁２３の夫々の梁成Ｈ３１，Ｈ２３
（高さ寸法）と高さ位置とが設定されてもよい。
【００３６】
（２）前述の実施形態では、滑り支承部Ｓが、主梁３２の近傍位置に配置される場合を例
に示したが、場合によっては隣り合う主梁３２の中間位置等に配置されてもよい。
【００３７】
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（３）滑り支承部Ｓを構成する被支持部や受部は、前述の実施形態で示した被支持梁３１
や受梁２３に限らず、各種の構成を採用することができる。
【符号の説明】
【００３８】
１　　　　第１躯体
２　　　　第２躯体
３　　　　架設部
４　　　　滑り支承
２３　　　受梁（受部）
３１　　　被支持梁（被支持部）
３２　　　主梁
Ｈ２３　　受梁の梁成
Ｈ３１　　被支持梁の梁成
Ｈ３２　　主梁の梁成
Ｓ　　　　滑り支承部

 

【図１】 【図２】
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